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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｂ４－１０ かばん又は携帯用袋物
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ４－１ 一 かばん又は携帯用袋物 
Ｂ４－１Ａ 一 かばん又は携帯用袋物（口金開口型） 
Ｂ４－１ＡＡ 一  かばん又は携帯用袋物（提げ手付き口金開口型） 
Ｂ４－１ＡＢ 一  かばん又は携帯用袋物（肩ひも付き口金開口型） 
Ｂ４－１Ｂ 一 かばん又は携帯用袋物（ふた覆い型） 
Ｂ４－１ＢＡ 一  かばん又は携帯用袋物（提げ手付きふた覆い型） 
Ｂ４－１ＢＢ 一  かばん又は携帯用袋物（肩ひも付きふた覆い型） 
Ｂ４－１Ｃ 一  かばん又は携帯用袋物（ファスナー開口型） 
Ｂ４－１ＣＡ 一  かばん又は携帯用袋物（提げ手付きファスナー開口型） 
Ｂ４－１ＣＢ 一  かばん又は携帯用袋物（肩ひも付きファスナー開口型） 
Ｂ４－１Ｅ 一 かばん又は携帯用袋物（折畳み型） 
Ｂ４－１Ｇ 一 かばん又は携帯用袋物（円型） 
Ｂ４－１Ｈ 全 かばん又は携帯用袋物（草履袋型） 
Ｂ４－１Ｌ 全 かばん又は携帯用袋物（手付き編み袋型） 
Ｂ４－１Ｍ 一 かばん又は携帯用袋物（きんちゃく型） 
   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ６－２００Ａ たばこ入れ（携帯型） （携帯用たばこ入れ、シガレットケース） 

Ｂ７－０２０ 化粧用具入れ 

Ｃ５－５１１ 食品カバー及び調理用具カバー （Ａ 袋物型）  

Ｆ２－７４０ 事務用品携帯具 

Ｆ２－７４２１０ 筆入れ 

Ｆ４－７４２２ 筆箱 

Ｆ２－７４４０ 書類携帯具（名刺入れ、定期入れ） 

Ｊ３－２９２６ カメラケース 

Ｋ２－７０ 釣用具入れ等 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

かばん 携帯用小物入れ ハンドバッグ 

セカンドバッグ 手提かばん 手提袋 

肩掛けかばん 化粧用ポーチ 買い物袋 

トートバッグ ボストンバッグ アタッシュケース 
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2 

意匠分類定義カード

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

主として汎用的なかばん又は携帯用袋物のうち、以下に含まれないもの。 

収納物を特定せず、手や肩に提げたり、又は抱えたり、あるいは衣服のポケットや他のかばん袋物に入れ

て持ち運ぶもので、下位に該当分類のないもの。 

  
登録 1135323  

「ハンドバッグ」 

B4-10 

 

登録 1068250 

「ハンドバッグ」 

B4-10 

 

登録 993034  

「携帯用小物入れ」 

 

登録 744876  

「携帯用小物入れ」 
登録 741725-001 

「洋服類の携帯用バッグ」 B4-10 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

注１：カード入れ、定期入れ、免許証入れ（Ｆ２－７４４０）へ。 

注２：定期入れ付き財布は財布（Ｂ４－４）へ。 

注３：カメラのみを所持するための専用ケースはカメラケース（Ｊ３－２９２６）へ 

注４：はさみ等工具類の携帯ケースは腰つり用工具入れ（Ｋ１－５２）へ。 

注５：釣用バッグは釣り用具入れ等（Ｋ２－７０）へ 

Ｄ－

注

携

－

注

つ

注

Ｄ－

１０

 

 

注１ 

登録 1136089 

「証書入れ」 

注３ 

登録 918635 

「カメラ用ケース」 

注４ 

登録 1106677 

「工具の収納ケース」 

 

注５：例  登録 1173685 釣用バッグ K2-70 
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ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

６：主たる用途があるものでも、外観の形状が一般のかばん又は携帯用袋物に類するものは含む。 

帯用の化粧用具用ケース、携帯用のカメラ用品用ケース（カメラのみを所持するためのカメラケースはＪ３

２９２６。）、携帯用の電子計算機用ケース等。 

７：使用しない場合にコンパクトにすることができるタイプのものは、使用時（ものを収納する時）の形態に

いて付与する。 

８：折り畳んで小物入れを形作るものは、形成された小物入れの形態について付与する。 

ＣＬＡＳＳ

 

過去に分類した物品の名称 

  

  

注７：登録 1151332 「手提げ袋」 B4-10ＣＤ 注８ 登録 873321  「携帯用小物入れ」 B4-10ＣＢ 

 


